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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき、 

 

公の施設の指定管理者監査を実施したので、同条第９項の規定によりその結果 

 

を公表する。 
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１ 監査の種類 

公の施設の指定管理者監査 

 

２ 監査の対象 

（１）対象施設及び所管部局 

 安城市歴史博物館ほか３施設（生涯学習部文化振興課） 

（２）指定管理者  

安祥文化のさと地域運営共同体 

代表企業 エリアワン株式会社 

  構成企業 昭和建物管理株式会社 三河支店 

３ 監査の期間 

  令和７年７月１５日から令和７年１０月３０日まで 

 

４ 監査事項 

令和６年度における指定管理に係る出納その他の事務の執行に関すること及び

指定管理業務に関する契約事務等に関すること 

 

５ 監査の方法 

安城市監査基準に準拠し、指定管理に係る出納その他の事務が、法令、協定書

等に従い適正に執行されているか、また、所管課が団体に対して適切な指導監督

等を行っているかを主眼に抽出した会計諸帳簿及び証拠書類等を照合確認すると

ともに、現地を調査し関係職員の説明を聴取して行った。 

   

６ 重要リスク及び監査の着眼点 

  監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を設定した。 

（１）指定管理者に関するもの 

重要リスク 監査の着眼点 

（１）条例・規則に基

づく義務の履行が 

適切に行われない 

リスク 

ア 事業及び施設の管理は、条例・規則に基づき適切

にかつ効率的に行われているか。 

イ 事業報告書の作成及び提出は条例・規則に基づき 

適正に行われているか。 

ウ 条例に基づき、利用料等を減免している場合、そ

の手続きは適正に行われているか。 



（２）協定書及び仕様

書に基づく義務の

履行が適切に行わ

れないリスク 

ア 施設及び設備の維持管理は、協定書及び仕様書ど

おり適切にかつ効率的に行われているか。 

イ 協定等に基づく業務の履行は、適切に行われてい

るか。 

ウ 報告書等の提出は、協定書及び仕様書どおり適正

になされているか。 

エ 連絡調整会議及び重要事項の事前協議は、協定書

及び仕様書どおり適正に行われているか。 

（３）施設の管理に係

る出納関係帳簿等

の整備、記帳が適

正に行われないリ

スク 

ア 出納関係帳簿の整備、記帳は適切になされている

か。また、上席者は記帳結果を確認しているか。 

イ 領収書等の証拠書類の整備、保存は適切に行われ

ているか。 

ウ 現金や印章等の管理は適切に行われているか。ま

た、複数人で確認する体制となっているか。 

 

（２）所管課に関するもの 

重要リスク 監査の着眼点 

（１）条例・規則に基

づく義務の履行が

適切に行われない

リスク 

 

 

ア 指定管理者の指定の手続きは、条例・規則に基づ

き適正に行われているか。 

イ 指定管理者に対し、管理業務及びその経理の状況

に関し報告を求め、調査し、指示をしているか。 

ウ 指定管理者が必要と認め、利用時間を変更する場

合、承認に関する必要な手続等は行われているか。 

（２）協定書及び仕様

書に基づく義務の

履行が適切に行わ

れないリスク 

ア 管理に関する協定等の締結は、適正に行われてい

るか。 

イ 協定書等には、必要事項が適正に記載され、履行

を確認しているか。また、複数人で確認する体制と

なっているか。 

ウ 事業報告書の点検は、適切に行われているか。 

エ 指定管理者と定期的な連絡調整会議を行い、課題

の解決に向けて具体的な取り組みを行い、調整、指

示しているか。 

 

７ 監査の結果 

  監査を実施した範囲において、「おおむね適正に処理されている」と認められ

た。 


